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【 公 報 種 別 】 特 許 法 第 １ ７ 条 の ２ の 規 定 に よ る 補 正 の 掲 載
【 部 門 区 分 】 第 ７ 部 門 第 １ 区 分
【 発 行 日 】 令 和 4 年 5 月 6 日 ( 2 0 2 2 . 5 . 6 )
　
【 公 開 番 号 】 特 開 2 0 2 0 - 1 9 1 2 7 0 ( P 2 0 2 0 - 1 9 1 2 7 0 A )
【 公 開 日 】 令 和 2 年 1 1 月 2 6 日 ( 2 0 2 0 . 1 1 . 2 6 )
【 年 通 号 数 】 公 開 ・ 登 録 公 報 2 0 2 0 - 0 4 8
【 出 願 番 号 】 特 願 2 0 1 9 - 9 7 3 4 9 ( P 2 0 1 9 - 9 7 3 4 9 )
【 国 際 特 許 分 類 】
   Ｆ ２ １ Ｓ 4 1 / 1 4 7 ( 2 0 1 8 . 0 1 )
   Ｆ ２ １ Ｓ 4 1 / 1 5 3 ( 2 0 1 8 . 0 1 )
   Ｆ ２ １ Ｓ 4 1 / 2 5 ( 2 0 1 8 . 0 1 )
   Ｆ ２ １ Ｓ 4 1 / 1 4 3 ( 2 0 1 8 . 0 1 )
   Ｆ ２ １ Ｓ 4 1 / 6 7 5 ( 2 0 1 8 . 0 1 )
   Ｆ ２ １ Ｓ 4 1 / 6 4 ( 2 0 1 8 . 0 1 )
   Ｆ ２ １ Ｓ 4 1 / 6 6 3 ( 2 0 1 8 . 0 1 )
   Ｆ ２ １ Ｖ 7 / 0 0 ( 2 0 0 6 . 0 1 )
   Ｆ ２ １ Ｖ 1 4 / 0 4 ( 2 0 0 6 . 0 1 )
   Ｆ ２ １ Ｖ 9 / 4 0 ( 2 0 1 8 . 0 1 )
   Ｆ ２ １ Ｖ 5 / 0 4 ( 2 0 0 6 . 0 1 )
   Ｆ ２ １ Ｗ 1 0 2 / 1 4 5 ( 2 0 1 8 . 0 1 )
   Ｆ ２ １ Ｙ 1 1 5 / 1 0 ( 2 0 1 6 . 0 1 )
【 Ｆ Ｉ 】
　 Ｆ ２ １ Ｓ 4 1 / 1 4 7 　 　 　 　 　 　 　
　 Ｆ ２ １ Ｓ 4 1 / 1 5 3 　 　 　 　 　 　 　
　 Ｆ ２ １ Ｓ 4 1 / 2 5 　 　 　 　 　 　 　
　 Ｆ ２ １ Ｓ 4 1 / 1 4 3 　 　 　 　 　 　 　
　 Ｆ ２ １ Ｓ 4 1 / 6 7 5 　 　 　 　 　 　 　
　 Ｆ ２ １ Ｓ 4 1 / 6 4 　 　 　 　 　 　 　
　 Ｆ ２ １ Ｓ 4 1 / 6 6 3 　 　 　 　 　 　 　
　 Ｆ ２ １ Ｖ 7 / 0 0 ５ ９ ０  　 　 　
　 Ｆ ２ １ Ｖ 1 4 / 0 4 　 　 　 　 　 　 　
　 Ｆ ２ １ Ｖ 9 / 4 0 ４ ０ ０  　 　 　
　 Ｆ ２ １ Ｖ 5 / 0 4 ６ ０ ０  　 　 　
　 Ｆ ２ １ Ｗ 1 0 2 : 1 4 5 　 　 　 　 　 　 　
　 Ｆ ２ １ Ｙ 1 1 5 : 1 0 　 　 　 　 　 　 　
　
【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 4 年 4 月 2 2 日 ( 2 0 2 2 . 4 . 2 2 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
水 平 方 向 に 隙 間 な く 隣 接 し た 状 態 で 配 置 さ れ た 複 数 の 光 源 像 を 含 む 所 定 配 光 パ タ ー ン を 形  
成 す る 車 両 用 灯 具 に お い て 、
複 数 の 光 源 と 、
前 記 複 数 の 光 源 に 対 応 す る 複 数 の 投 影 光 学 系 と 、 を 備 え 、



10

20

30

40

50

JP 2020-191270 A5 2022.5.6(2)

前 記 複 数 の 光 源 は 、 少 な く と も 第 １ 光 源 及 び 第 ２ 光 源 を 含 み 、
前 記 複 数 の 投 影 光 学 系 は 、 前 記 第 １ 光 源 に 対 応 す る 第 １ 投 影 光 学 系 及 び 前 記 第 ２ 光 源 に 対  
応 す る 第 ２ 投 影 光 学 系 を 含 み 、
前 記 複 数 の 投 影 光 学 系 そ れ ぞ れ の 光 軸 は 、 互 い に 平 行 で あ り 、
前 記 第 １ 光 源 は 、 当 該 第 １ 光 源 の 一 辺 と 前 記 第 １ 投 影 光 学 系 の 光 軸 と の 間 に 第 １ 距 離 を あ  
け て 配 置 さ れ 、
前 記 第 ２ 光 源 は 、 当 該 第 ２ 光 源 の 一 辺 と 前 記 第 ２ 投 影 光 学 系 の 光 軸 と の 間 に 前 記 第 １ 距 離  
よ り 長 い 第 ２ 距 離 を あ け て 配 置 さ れ 、
  前 記 複 数 の 光 源 像 は 、 少 な く と も 前 記 第 １ 投 影 光 学 系 に よ り 投 影 さ れ る 前 記 第 １ 光 源 の  
光 源 像 及 び 前 記 第 ２ 投 影 光 学 系 に よ り 投 影 さ れ る 前 記 第 ２ 光 源 の 光 源 像 を 含 み 、
  前 記 第 ２ 光 源 は 、 当 該 第 ２ 光 源 の 光 源 像 が 前 記 第 １ 光 源 の 光 源 像 に 対 し て 水 平 方 向 に 隙  
間 無 く 隣 接 し た 状 態 で 配 置 さ れ る よ う に 、 前 記 第 ２ 投 影 光 学 系 の 光 軸 に 対 し て 水 平 方 向 に  
ず れ た 状 態 で 配 置 さ れ 、
前 記 第 １ 投 影 光 学 系 の イ メ ー ジ サ ー ク ル は 、 前 記 第 ２ 投 影 光 学 系 の イ メ ー ジ サ ー ク ル よ り  
小 さ く 、
前 記 第 １ 投 影 光 学 系 の Ｆ ナ ン バ ー は 、 前 記 第 ２ 投 影 光 学 系 の Ｆ ナ ン バ ー よ り 小 さ く 、
前 記 第 １ 光 源 は 、 前 記 第 １ 投 影 光 学 系 の イ メ ー ジ サ ー ク ル 内 に 配 置 さ れ 、
前 記 第 ２ 光 源 は 、 前 記 第 ２ 投 影 光 学 系 の イ メ ー ジ サ ー ク ル 内 に 配 置 さ れ て い る 車 両 用 灯 具  
。
【 請 求 項 ２ 】
  前 記 第 ２ 投 影 光 学 系 は 、 前 記 第 ２ 光 源 の 光 源 像 の 水 平 方 向 の 拡 大 率 を 大 き く す る 倍 率 変  
更 レ ン ズ を 含 む 請 求 項 １ に 記 載 の 車 両 用 灯 具 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 複 数 の 光 源 像 は 、 互 い に 隣 接 す る 光 源 像 が 一 部 重 複 し た 状 態 で 配 置 さ れ て い る 請 求 項  
２ に 記 載 の 車 両 用 灯 具 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 複 数 の 光 源 は 、 そ れ ぞ れ 、 当 該 光 源 の 光 軸 が 当 該 光 源 に 対 応 す る 投 影 光 学 系 の 光 軸 に  
対 し て 水 平 方 向 に ず れ た 状 態 で 配 置 さ れ て い る 請 求 項 ３ に 記 載 の 車 両 用 灯 具 。
【 請 求 項 ５ 】
前 記 複 数 の 光 源 の う ち 少 な く と も １ つ の 光 源 は 、 当 該 光 源 の 光 軸 が 当 該 光 源 に 対 応 す る 前  
記 投 影 光 学 系 の 光 軸 と 一 致 し た 状 態 で 配 置 さ れ て お り 、 残 り の 光 源 は 、 当 該 残 り の 光 源 の  
光 軸 が 当 該 残 り の 光 源 に 対 応 す る 投 影 光 学 系 の 光 軸 に 対 し て 水 平 方 向 に ず れ た 状 態 で 配 置  
さ れ て い る 請 求 項 ３ に 記 載 の 車 両 用 灯 具 。
【 請 求 項 ６ 】
前 記 複 数 の 光 源 は 、 そ れ ぞ れ 、 マ ト リ ッ ク ス 状 に 配 置 さ れ た 複 数 の 半 導 体 発 光 素 子 を 含 む  
マ ト リ ッ ク ス 光 源 で あ り 、
前 記 複 数 の 光 源 像 は 、 そ れ ぞ れ 、 前 記 複 数 の 半 導 体 発 光 素 子 に 対 応 す る 複 数 の ピ ク セ ル を  
含 む 請 求 項 １ か ら ５ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 車 両 用 灯 具 。
【 請 求 項 ７ 】
前 記 複 数 の 光 源 は 、 そ れ ぞ れ 、 １ つ の 半 導 体 発 光 素 子 を 含 む 光 源 で あ る 請 求 項 １ か ら ６ の  
い ず れ か １ 項 に 記 載 の 車 両 用 灯 具 。
【 請 求 項 ８ 】
前 記 半 導 体 発 光 素 子 を 個 別 に 点 消 灯 制 御 す る 制 御 手 段 を さ ら に 備 え る 請 求 項 ６ 又 は ７ に 記  
載 の 車 両 用 灯 具 。
【 請 求 項 ９ 】
前 記 複 数 の 投 影 光 学 系 の 投 影 倍 率 は 、 互 い に 同 一 で あ る 請 求 項 １ か ら ８ の い ず れ か １ 項 に  
記 載 の 車 両 用 灯 具 。
【 請 求 項 １ ０ 】
前 記 複 数 の 投 影 光 学 系 の う ち 一 部 の 投 影 光 学 系 の 投 影 倍 率 は 、 他 の 投 影 光 学 系 の 投 影 倍 率  
と 異 な る 請 求 項 １ か ら ９ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 車 両 用 灯 具 。



10

20

30

40

50

JP 2020-191270 A5 2022.5.6(3)

【 請 求 項 １ １ 】
前 記 複 数 の 投 影 光 学 系 の 投 影 光 学 系 の 投 影 倍 率 は 、 互 い に 異 な る 請 求 項 １ か ら １ ０ の い ず  
れ か １ 項 に 記 載 の 車 両 用 灯 具 。
【 請 求 項 １ ２ 】
前 記 複 数 の 光 源 の う ち 少 な く と も １ つ の 光 源 及 び 当 該 光 源 に 対 応 す る 投 影 光 学 系 を 含 む 灯  
具 ユ ニ ッ ト を 少 な く と も １ つ 備 え る 請 求 項 １ か ら １ １ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 車 両 用 灯 具  
。
【 請 求 項 １ ３ 】
前 記 複 数 の 光 源 の う ち 少 な く と も １ つ の 光 源 は 、 当 該 光 源 に 対 応 す る 前 記 投 影 光 学 系 の 光  
軸 に 対 し て 鉛 直 方 向 に ず れ た 状 態 で 配 置 さ れ て い る 請 求 項 ２ か ら １ ２ の い ず れ か 一 項 に 記  
載 の 車 両 用 灯 具 。
【 請 求 項 １ ４ 】
  前 記 第 １ 光 源 の 光 源 像 の 上 辺 が 前 記 第 ２ 光 源 の 光 源 像 の 上 辺 と 一 致 し 、 前 記 第 1 光 源 の  
光 源 像 の 下 辺 が 前 記 第 2 光 源 の 光 源 像 の 下 辺 と 一 致 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 1 か ら １  
３ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 車 両 用 灯 具 。
【 請 求 項 １ ５ 】
  前 記 第 １ 投 影 光 学 系 の イ メ ー ジ サ ー ク ル は 、 前 記 第 １ 光 源 を 取 り 囲 む 最 小 の 半 径 を 有 し 、
  前 記 第 ２ 投 影 光 学 系 の イ メ ー ジ サ ー ク ル は 、 前 記 第 ２ 光 源 を 取 り 囲 む 最 小 の 半 径 を 有 し
て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ か ら １ ４ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 車 両 用 灯 具 。
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